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１.26

NPO・市⺠活動よろず講座

会場

14時〜16時
定員：15名

「合理的配慮」とは、障害のある⼈が社会⽣活において平等に参加できるよう、
障害の特性や困りごとに合わせた配慮を⾏うことを指します。
2021年に「障害者差別解消法』が改正されたことにより、合理的配慮の提供が⺠間
事業者においても義務化されました（2024年4⽉1⽇施⾏）。

「合理的配慮」の実施において重要とされていることが「当事者とともに対話を重
ね、解決策を対話で考えていくこと」。

障がいだけにとどまらず、地域の多様な⼈々が参加する市⺠活動の場において、
どのような関わり⽅を活動の中に作っていくべきなのか、⼀緒に考えてみませんか。

まつど市⺠活動サポートセンター


